
これまでの補助実績

【募集期間】
　7月 12日（金）まで
　事業内容について、7月 5日（金）までに 
　必ず事前にご相談ください。
　 市ホームページに、補助金交付要綱（制度の概要）や申請様式を公開しています。

■ 経営企画課   ☎ （55）7133

補助事業の概要

補助金額 補助対象経費の5分の4の額（上限10万円）

補助対象団体

次の要件をすべて満たしている市民活動団体
　・市民活動を行っている、または行う意思があると認められる5人以上の団体
　・市内に活動拠点を有し、市民活動の効果が市内で生じること
　・組織の運営に関する規約、会則などの定めがあること

補助対象事業
市民活動団体が実施する公益的な活動で、その活動の自立性が認められる事業
※国や他の地方公共団体から補助金などの交付を受ける事業、宗教活動や政治
　活動を目的とする事業などは認められません。

事業期間
補助金交付決定を受けた日から令和７年３月31日の間に実施する事業を対象とし
ます。事業活動の自立を目的としているので、最長３年間補助を受けることができ
ます。また、補助の継続については、毎年審査を行います。

選考方法
市民活動公募事業補助金審査委員会における事業プレゼンテーションによる審査
により選考

市民の皆さんが中心となって行う公益的な市民活動を
応援するため、活動費用の一部を支援します。 

　この事業で愛西市が魅力的になる！という熱い思いを持った団体からの
ご応募をお待ちしています。

事業の目的

地域で活躍する
　  皆さんを応援します！！

令和 6 年度　市民活動支援公募事業補助金

迷ったらまずは
ご相談ください

安泉寺ハザード会 ▶

◀ カフェ☆あいさい ◀ 横井也有翁顕彰会

佐屋小おやじの会 ▶
避難場所開設推進事
業。

学校周辺の清掃・環
境整備、三世代交流
事業。

子ども食堂開設、子
ども・高齢者・障がい
者の交流場所提供事
業。

横井也有翁顕彰事業。
没後２４０年記念講演
会。
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